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（具体的な使用例）
①保育において、園児が必要とする箇所(ロッカー・くつ入れ等) や個人で使用
する物品(お弁当用トレ－等) への氏名等の記載

②園児作品への氏名、生年月日等の記載
③日誌・名札への氏名の記載

3.パンフレットやホームページ等、園外向けのものへの写真使用
当園で撮影した写真データをパンフレットやホームページなどで使用する場合、以下の点を厳守し
ます。

①個人の特定ができるような写真は掲載しない
②保護者から写真の修正や掲載中止の要請を受けた場合は速やかに処理
（ホームページについては当該写真の掲載の中止、パンフレット等の現物資料
については新規配布の中止）を行う

4. 情報の開示・訂正・削除
当園の保有する個人情報についてお問い合せいただいた場合、ご本人からのご自身の個人情報
についてのお問合せであることを確認したうえで、当園の運営管理に支障をきたさない合理的な
範囲内で、当園が保有している個人情報についてのお問合せに応じるものとします。また、個人情
報の開示のご要望につきましては、文書にて対応するものとします。
5. 個人情報の管理
利用申込やこれに付随する申込手続きのためにご提供いただいた個人情報および、当園をご利用
するに当たり継続的に取得する個人情報（保護者と職員の連絡情報を含む）につきましては、当園
にて安全管理いたします。取得した園児の個人情報については法令に定める期間を保管したのち、
当園で責任を持って廃棄いたします。
6.個人情報の第三者提供の制限
当園は、法令で定める場合または緊急の場合（所轄官庁への運営状況の報告、警察の捜査協力、
法令に基づく開示請求等がなされた場合、園児の生命や身体にかかわる緊急・重大な場合など）
を除き、取得した情報を保護者の同意を得ないで第三者に個人情報を提供することはありません。
7．保護者の個人情報漏洩または開示の禁止
保護者の皆様におかれましては、当園から取得した下記の個人情報に関して、第三者に漏洩また
は開示（ブログ等インターネット上での掲載含む。）をしないようお願いいたします。

①当園が提供した写真・動画
②行事やイベントで撮影した写真・動画
③他の園児又は保護者の連絡先等
④その他当園から取得した他の園児・保護者または当園スタッフの個人情報一切

西暦 年 月 日

保護者住所：

児童氏名 ：

保護者氏名：（本人署名）

児童から見た続柄：
2025/10 作成 B12

幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園

フ レ ー ベ ル 幼 稚 園
入 園 ガ イ ド
（ 兼 重 要 事 項 説 明 書 ）

2025/10



ご挨拶

お子さまの入園を教職員一同、心よりお待ちしております。
"家庭 "とい う限られた世界で生活していたお子さまが 、 こ れ か ら は
何 十 人 と い う ク ラ ス の 友 達 の 中 で の 集 団 生 活 に 変 わ っ て い く の
で す か ら 、 お 子 さ ま に と っ て は 大 き な飛躍で す 。
こ れ ま で は 家 族 と の 接 触 時 間 が 長 か っ た お 子 さ ま が 、 こ ど も 世
界 で 楽 し く 過 ご し 、 う ま く 適 応 し て い け る よ う に 一 人 一 人 に つ い
て十分配慮 し て ま い り ま す 。
た だ 、 集 団 生 活 の 疲 れ か ら 、 家 に 帰 っ て か ら の 態 度 が 急 に 変 わ
り 、 泣 き や す く な っ た り 、 怒 り や す く な っ た り す る こ と も あ り ま す 。
そ の と き に は 、 過 保 護 に な っ た り 厳 し く な っ た り す る こ と の な い よ
う 、 そ っ と 話 を 聞 い て あ げ 、 泣 き た い と き に は 「 泣 い て も い い よ 。 」
と 言 え る く ら い の大 き な気持 ちで接 し て あ げ て下 さ い 。
こ れ か ら は ご 家 庭 と 園 、 二 人 三 脚 で 参 り た い と 思 っ て お り ま す 。
何 と ぞ よ ろ し く お 願 い致 し ま す 。

入 園 に 際 し て 、 弊 園 の 施 設 や 保 育 内 容 な ど の 説 明 と 、 入 園 し
て か ら の簡単 なガ イ ド を 作成 い た し ま し た 。
よ く お 読 み 項 き 、 ご 理 解項きますようお願い致します 。 また 、入園後
でも不明なことがありましたら 、担任または園長までお気軽にお尋ね
下さい。

※ こ の 入 園 ガ イ ド （ 兼 重 要 事 項 説 明 書 ） は 園 の 運 営 に 関 し て 、 そ の 年 度 に つ い

て 説 明 し た も の と な り ま す 。 年 度 が 替 わ る と き に 、 施 設 の 変 更 や 料 金 の 変 更 。

そ の 他 、 運 営 に 関 わ る 状 況 が 変 化 す る 場 合 も あ り ま す 。 そ の 為 、 年 度 が 替 わ る

と き に は 再 度 配 布 さ せ て い た だ き 、 説 明 を 受 け た 旨 の 書 面 を 提 出 し て い た だ く

よ う に な り ま す 。

※ 文 章 中 で 「 １ 号 認 定 こ ど も 」 を 「 １ 号 認 定 」、「 ２ 号 認 定 こ ど も 」 を 「 ２ 号 認

定 」、「 ３ 号 認 定 こ ど も 」 を 「 ３ 号 認 定 」、「 新 ２ 号 認 定 こ ど も 」 を 「 新 ２ 号 認

定 」 と 表 記 し ま す 。

２ 号 、 ３ 号 認 定 こ ど も に は 「 標 準 時 間 認 定 」 と 「 短 時 間 認 定 」 が あ り ま す 。 お

子 様 の 認 定 状 況 に つ い て は 、自 治 体 が 発 行 し ま す 認 定 書 に て 確 認 し て く だ さ い 。

認 定 書 は 大 切 に 保 管 し て く だ さ い 。
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当園における教育・保育の提供を開始するにあたり、本書面に基づき重要事項の説明

を行いました。

施 設 名 ：幼保連携型認定こども園 フレーベル幼稚園

所 在 地 ：広島県東広島市高屋高美が丘４－２８－３

説明者職名 ：園長 新 田 悦 子

代理職員名 ：

私は、書面に基づいてフレーベル幼稚園の利用にあたっての重要事項の説明を受け、同

意しました。また、下記の緊急医療行為、個人情報の取り扱いについて同意いたします。

緊急医療行為（応急手当）に関する許可

幼保連携型認定こども園
フレーベル幼稚園殿

下記の児童が貴園の保護下にあり、保護者に連絡ができない場合おいて、私は
貴園に対し貴園の判断で、児童に必要な応急手当を行う権限を認めます。
また、応急手当の為に医療機関を利用する必要があり、保護者が同行できない場
合、医師より治療の結果や症状の説明を受けることを委託します。

※「連絡ができない場合」とは、園に登録しています電話番号・緊急連絡先・携帯電話に対して
行った連絡とします。但し、緊急性を考慮し電子メール等は含みません。「保護者」は、父母又
はそれに変わる事実上の保護責任を持つ者とします。

個人情報の取り扱いに関する同意

「フレーベル幼稚園」(以下「当園」という)では、当園の利用に際しご提出いた
だいた園児および保護者等の個人情報の管理に適切な安全対策を講じます。

1. 取得および使用目的
当園では、当園の利用をご希望される園児および保護者の氏名、年齢、住所、連絡先（電話番号、
メールアドレス等）の個人を認識できる情報や、保護者の勤務先、園児の出生後の発達の状態（母
子手帳、健等）に関する情報を取得します。
保護者より口頭もしくは文書により提供を受けて取得した個人情報、また日々の保育業務を通して
取得した個人情報は、次に挙げる業務に限り使用します。また、監督官庁への各種届出、法律に定
めるところの必要書類作成、各種募集等、情報主体の利益享受及び権利の行使に必要と認めら
れる場合は、当該目的に必要な範囲に限り使用します。
①園児の利用登録に関する業務
②保護者との連絡に関する業務
③利用申込に関する業務
④園児の保育に関する業務
⑤園児の記録管理に関する業務
⑥園児の健康状態把握に関する業務
⑦卒園に当たり入学する予定の小学校との間で情報共有の業務
⑧他の保育所等への転園に関する業務
⑨兄弟姉妹が別の施設等に在籍する場合、他の施設との間での連絡業務
⑩緊急時において、病院その他関係機関に対する必要な情報提供に関する業務
⑪その他、当園における保育、教育活動に必要な業務

2.氏名等の使用及び掲示
当園では園児の保育生活において、以下に例示する通り必要に応じて園児の氏名等を使用又は
室内に掲示することがあります。

割

印
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線
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19 虐待防止のための措置
・職員研修の中に人権啓発や虐待についての内容を取り入れる。

・厚生労働省監修「子どもの虐待対応の手引き」の中の子ども虐待８ヶ条に基づいて保育をしていく。

20 地域の子育て支援
・近隣へ掲示板を通して情報を発信、子育て家庭に必要な情報を伝えていく。

・連携施設と協力して、園庭開放や保育相談会などを開催していく。

21 苦情相談窓口
要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。

相談・苦情解決受付担当者 主幹保育教諭 重津 美帆

相談・苦情解決責任者 施設責任者 新田 悦子

氏名 連絡方法

第三者委員 谷口 知己 園内の専用ポストにて受付

名倉 智美 専用の電話番号にて受付

受付方法：面接、電話、文書などの方法により、相談・苦情を受け付けています。

22 個人情報の取り扱い
当法人の個人情報保護規定に基づき取り扱う。

23 認定の変更
在園中に認定の変更がある場合は、以下の様な手続きが必要です。

１号から２号へ※ 市役所に２号への変更申請を行ってください。

申請の審査（利用調整）後に、入園施設の通知があります。

通知後、１号についての退園届けを提出してください。、

２号から１号へ 早めに幼稚園に希望をつたえてください。

１号定員に空きがある場合には、１号入園手続きをしてください。

１号定員に空きがない場合には、定員の変更申請等が必要になります

ので、若干お時間がかかります。

手続き後に、２号についての退園届けを提出してください。

３号から２号へ 進級前に市役所からの通知があります。

３号から１号へ 早めに幼稚園に希望をつたえてください。

１号定員に空きがある場合には、１号入園手続きをしてください。

手続き後に、３号についての退園届けを提出してください。

１号から１号＆新２号へ 幼稚園に希望をつたえてください。

新２号の申請書を提出してください。

申請の審査後に通知があります。

※ 変更手続 き や新規申請に は 、 市 が決めた時期が あ り ま す 。 そ の 為 、 希 望 さ れ た日

又は月に変更等 を行い た い場合には 、 予 め市役所に確認 し て く だ さ い 。

お 手元の認定通知は大切 に保管 し て く だ さ い 。

認 定 に は期限が あ り ま す 。 在 園中であ っ て も 認定 の期限に な り ま し た ら 、 更 新等

の手続 きが必要 と な り ま す 。

１ 号 か ら ２ 号 へ の認定変更の場合 、 入園施設は市役所が決定いた し ま す 。
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１ 事業者の運営主体
事 業 者 の 名 称 学校法人鯉城学園

事 業 者 の 所 在 地 広島県広島市安佐南区大町東３－１２－３０

事 業 者 の 電 話 番 号 ・ Ｆ Ａ Ｘ 電話：082-830-6030／FAX:050-3588-4203

代 表 者 氏 名 角谷 千恵

２ 施設の概要
種 別 幼保連携型認定こども園

名 称 フレーベル幼稚園

所 在 地 広島県東広島市高屋高美が丘４－２８－３

電 話 番 号 電話：082-434-7686

施 設 長 氏 名 新田 悦子

開 設 年 月 日 ２０２０年４月１日

０歳児 １・２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

利 用 定 員 （ 人 ・ 年 齢 別 ） ３号 ３号 １号 ２号 １号 ２号 １号 ２号

9 48 17 ３０ 17 ３０ 17 ３０

通 常 保 育 以 外 の 保 育 延長保育（標準時間認定対象）

３ 施設・設備の概要
園 舎 構 造 鉄骨造 ２階建て

延 床 面 積 2013.16㎡

施設設備と面 乳 児 室 便 所

積 ほ ふ く 室 57.29㎡ 汚 物 処 理 室 99.33㎡

沐 浴 室 医 務 室

保 育 室 696.05㎡ 事 務 室 157.74㎡

調 理 室 41.48㎡ 職 員 室

調 乳 室 4.16㎡ そ の 他 803.11㎡

遊 戯 室 154.00㎡

屋 外 遊 戯 場 （ 園 庭 ） 屋外遊戯場 1534.12㎡

遊 具 砂場、総合遊具、ブランコ、鉄棒

４ 施設の目的、運営方針
施 設 の 目 的 認定こども園として義務教育及びその後の教育の基礎を培うも

のとしての満３歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要

とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健

やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発

達を援助するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うこと

を目的とする。

運 営 の 方 針 本園は、教育基本法、就学前の子どもに関する教育・保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（以下「認定こども園法」と

いう。）、子ども・子育て支援法、その他の関係法令及び関係条

例を遵守し、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に沿って、

乳幼児の発達に必要な教育・保育を総合的に提供する。
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15 緊急時における対応
・発熱や怪我があった場合には、緊急連絡先に電話をいたします。

・必ず連絡の取れる電話番号をお知らせください。

・緊急連絡先の電話番号に変更があった場合は、速やかにお知らせください。

・当園では、緊急連絡は「コドモン」の一斉配信にてお知らせいたします。

「コドモン」はお知らせ配信以外に、登降園打刻・管理や園児情報の管理などに利用しているた

め、必ず登録していただきますようにお願い致します。

登録方法については別途お知らせ致します。

16 災害時における避難対応等について
当園は、大雨･暴風特別警報、大雨・洪水･暴風警報及び津波警報発令時における避難対応を以

下のように行います。なお、当園では、想定される浸水深から原則階上避難(上階への避難)となり

ます。

（ １ ） 在 園中 の対応につい て

・「避難準備・高齢者等避難開始（警戒レベル３）」が発令された場合

階上避難においては、避難対応が迅速に行えるため「避難準備･高齢者等避難開始」発令時は避

難準備をおこないます。ただし園長の判断により、保護者にお迎えをお願いする事があります。

・「避難勧告（警戒レベル４）」が発令された場合

階上に避難し、保護者に速やかなお迎えをお願いします。

（ ２ ） 開 園前 の対応につい て

・「避難準備・高齢者等避難開始（警戒レベル３）」が発令された場合

急なお迎えをお願いすることがある旨を保護者に伝えた上で、園児の受入れを行います。

ただし園長の判断により、園児の安全を最優先に、可能な場合は登園自粛または警報発令中の自

宅待機をお願いすることがあります。

・「避難勧告（警戒レベル４）」が発令された場合

原則、東広島市の公立保育所にあわせて休園といたします。

いずれ場合も、降雨や近隣の状況から園長が判断し、適宜緊急メール等でお知らせいたします。な

お、避難情報等の積極的取得のため、市防災情報メールへの登録をお願いします。

17 非常災害時の対策
非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定めています。

また、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを職員に周知するとと

もに、火災訓練その他必要な訓練を定期的に実施しています。

防火管理者 新田 悦子

避難訓練(回数/年) 火災訓練(12)、地震(不定期)、不審者(不定期)、土砂災害（不定期）

防災設備 消火器、誘導灯、火災報知器

18 災害共済給付制度への加入
在園中の不慮の事故や災害のため、任意で次の制度への加入をお願いしています。

保険の種類 日本スポーツ振興センター 災害共済給付

保険の内容 災害（負傷・疾病・障害・死亡）に対する共済給付

保護者負担額 240円／年（要保護世帯への減免措置あり）
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・別途配布します経路を通って、フレーベル幼稚園送迎駐車場を利用してください。

・夕方、降園後に園内・駐車場付近で遊んでいるお子さまを見かけます。危険ですから、お迎え後

は遊んだりしないで速やかに降園してください。

・車から離れる場合は、必ず施錠し、貴重品は持って出てください。（置き引きに注意）

⑤送迎バスでの登降園

・送迎バスは定時運行よりも安全運行を優先に運行しております。事故や道路工事などにより回り

道をしたり、当日の交通事情により多少の時間のズレが生じるときもあります。お知らせしている

時刻表はあくまでも目安ですから、大幅に遅れることもございます。

・停留所には決められた定刻の５分前までには出てお待ち下さい。幼稚園バスは多数の停留所を

回ります。一カ所の遅れが数分でも、それが何カ所にもなりますと大幅な遅れとなりますので、ご

協力をお願い致します。

・登園時に定刻になってもいらっしゃらない場合には、原則待たずに出発いたします。申し訳ありま

せんが、あとで保護者の方が園までお連れください。

・降園時に定刻になっても出迎えがない場合には待たずに、そのまま園児を園まで連れて帰ります。

その際には、園まで迎えをお願いいたします。

・やむを得ず保護者以外の方が迎えをされる場合には、前もって園に文章か電話（園又はバス携

帯まで）でご連絡いただき、変更当日の登園時にお迎え変更願いを提出して下さい。連絡・用紙

の提出がない場合には例外なく、保護者以外の方にお渡しいたしません。

・停留所で安全に乗車するため、複数人でお待ちの場合には、お子さまと手を繋ぎお並びください。

・送迎バスの乗降車前後は保護者の方で責任を持って安全に気を配って下さい。特に降車後、バスの前

後を横切らないようにお願いします。バスが発車してから左右を確認して道路を渡るようにして下さい。

・行事がある場合や多数の保護者が来園する時など、年に数回ですが幼稚園バスでの送迎が行

えない場合があります。早めにフレーベル便り等でお知らせ致しますが、予めご了承下さい。

・１号認定児の休園日（春季、夏季、冬季休園日や行事代休日等）はバス運行はありません。

・台風や雪などで警報が午前７時の時点で発令されている場合には、安全のため園バス運行は行

いません。ご注意ください。

⑥自転車での登降園

・車に注意し、必ず園舎前の駐輪場をご利用下さい。

・安全上の配慮（ヘルメットの装着など）をお願いします。

・事故等に備え、自転車保険にご加入下さい。

⑦登降園での諸注意

・原則として保護者が登降園に付き添ってください。

・登降園簿に記入された方以外の降園は、電話でお知らせください。

・降園時間の変更がある場合も、必ず電話でお知らせください。

・保護者以外の未成年の方の付き添いは、認めておりません。

・送迎バスを利用される場合でも、バス停までの付き添いは上記と同様です。

⑧登降園簿

・登園した時には必ず登降園簿に、下記の項目を記入してください。

１．登園時間、２．登園時に付き添った保護者名、３．朝の体温、４．予定降園時間

５．降園するとき付き添う予定の保護者

登降園簿は園運営上、必要な書類です。忘れずにご記入ください。

⑨連絡帳・出席ブック（3歳以上）

登園した時に所定の場所に提出をお願いします。
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５ 職員体制

施 設 長 １人

主 幹 保 育 教 諭 ２人

保 育 教 諭 ２５人（職員配置基準を下回らない範囲で変動します）

栄 養 士 外部委託業者による

調 理 員 外部委託業者による

事 務 員 そ の 他 １２人

６ 保育を提供する日
提 供 を 行 う 日 （１号認定）月曜日から金曜日

（２号・３号認定）月曜日から土曜日

提 供 を 行 わ な い 日 （１号認定）

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７

８号）に規定する休日、１月２日から１月４日まで、１２月３０日及び１

２月３１日、３月３１日

春季・夏季・冬季休園日（年度により変わります）

（２号・３号認定）

日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日、１月２日から１月４日まで、１２月３０日及び１２月３１

日、３月３１日

（全園児）

園長が必要と認めた日

７ 保育を提供する時間

（１）開園時間
月曜日から金曜日 ７時００分から１９時００分まで

土曜日 ７時００分から１７時００分まで

（２）１号認定に関する教育時間（４時間）
月 曜 日 か ら 金 曜 日 の 保 育 時 間 （ ４ 時 間 ） １０時００分から１４時００分まで

登 園 時 間 ８時３０分から ９時３０分まで

降 園 時 間 １４時００分から１４時３０分まで

預 か り 保 育 時 間 １４時３０分から１９時００分まで

季 節 休 園 預 か り 保 育 時 間 ８時３０分から１９時００分まで

※預か り保育 、 季 節休園預か り と も に 実施日 は年度 に よ っ て 変わ り ま す 。

（３）保育標準時間認定に関する保育時間（１１時間）
月曜日か ら土曜日の保育時間 （ 1 1 時間 ） 月曜日～金曜日 ８時００分から１９時００分まで

土曜日 ８時００分から１７時００分まで

延 長 保 育 時 間 ７時００分から８時００分まで

（４）保育短時間認定に関する保育時間（８時間）
月曜日か ら土曜日の保育時間 （ 1 1 時間 ） 月曜日～金曜日 ８時３０分から１６時３０分まで

土曜日 ８時３０分から１６時３０分まで

（５）休業日の保育ついて（２号・３号認定）※土曜日等
保護者の仕事がお休みの日には出来るだけお子様とのふれあいを大切にして、一緒の時間

をお過ごしください。特に土曜日は教育時間の設定もありませんので、お休みください。
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８ 利用料その他の費用等
（１）入園時

申込金（１号） ５，０００円 ※２号、３号は不要

入園料（１号） ５，０００円 ※２号、３号から認定変更の場合は徴収

（２）毎月

保育料（月額） 乳幼児の保護者が居住する市町村が定める保育料
環境維持充実費（月額） １，９00円（１号・２号）

特別教育費（月額） ０歳～２歳児 ０円 ３歳児 ２，380円

※左記は2025年度変更後の予定金額 ４歳児 ２，495円 ５歳児 ２，930円

（３）利用時

預かり保育（１号） 降園時間 ～１６：３０ ４５０円／日 ※おやつ代別

１６：３０～１９：００ ７００円／日 実費

季節休園日預かり保育（１号） １，０００円／日 （約90円／日）

延長保育料（標準時間認定） ４，０００円／月（標準時間認定児のみ）

送迎バス費 ４，６００円／月（利用者のみ、満３歳児以上）

※年間費用を12ヶ月で分割していますので、利用しない月があってもお

支払いいただきます。

実費徴収 保護者会費 ５５０円／月（必ず入会いただきます）

園外保育バス代 実費／回(特別行事の場合、別途実費負担あり）

その他行事代 実費／回

保険料保護者負担分 240円／年 （日本スポーツ振興センター）

注文弁当代（１号） ２４０円／食（副食のみ）※主食（米等）は家庭で用意

給食費（２号） ５，５００円／月（副食費）※主食（米等）は家庭で用意

主食費 忘れた場合など別途１００円※用意出来ない場合もあります

制服・個人教材代 実費／学年・購入枚数などによって変わります

（４）支払

支 払 方 法 登録いただいた金融機関の口座から、毎月指定日にお支払い

いただきます。

（５）徴収理由

申込金 入園選考等にかかる諸費用

入園料 園舎等の施設整備費及び教職員の教育・保育の資質向上のための研修費用

環境維持充実費 園舎や設備等の維持、更新及び将来の整備にかかる費用

特別教育費 特別教育に係る、教材費、指導費、研修費の費用

延長保育料（標準時間認定） 保育標準時間児で８：００以前に登園が必要な場合の費用

預かり保育 １号認定の園児で標準教育時間以外の保育が必要な場合の費用

季節休園日預かり保育 １号認定の園児で標準教育時間以外の保育が必要な場合の費用

おやつ代（預かり保育） １号認定こどもが利用した預かり保育中に提供されたおやつ代

送迎バス費 家庭の事情により、保護者が送迎できない場合に園児の通園

方法を補助するための費用

園外保育バス代 園外保育で利用する交通費にかかる実費

その他行事代 各種行事にかかる実費

保険料 日本スポーツ振興センターに支払う保険料

注文弁当代 １号認定こどもが注文した弁当代

給食費（２号） ２号認定こどもに提供する給食費

制服・個人教材等代 保育にかかる個人持ちの消耗品の費用
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（４）紙おむつについて（０歳～２歳）
・使用した紙おむつや紙パンツは、ボックスの中のカゴに入れております。降園時に持ち帰り、中の

カゴに新しいビニール袋をかけておいてください。

（５）登園・降園の留意点
①登降園の時刻

・登園は、特別な理由のない場合は、以下の時間帯でお願いします。

１号認定、保育短時間認定のお子様…8時30分～9時30分の間

保育標準時間認定のお子様…8時00分～9時30分の間

・降園は、特別な理由のない場合は、入園時に相談して決めた時間帯でお願いします。

・警報等発令時や行事前には、通常より早い降園をお願いすることがあります。

②登降園でのお願い

・徒歩、自家用車、送迎バス、自転車に関わらず、登降園時にはお子様と必ず手を繋いでください。

特に、送迎用駐車場やバス停などでは、何処から車両が来るかが分かりません。お子様の安全を

第一にお願いいたします。

・やむを得ず保護者以外の方（ご兄姉、祖父母を含みます）が、降園に来る（バス停含む）場合に

は予め担任まで連絡して下さい。（同居以外の方は,必ず送迎者の一時変更届を提出）もしも連

絡もなく、園からも連絡が出来ない場合には、例外なくお子様をお渡しいたしませんので、予めご

了承ください。

③徒歩での登降園

・登園・降園は保護者同伴でお願い致します。必ず出迎えの職員までお子様をお連れください。

・登園時間はとても混雑します。お子さまを送られて来た方は、出迎えの職員に渡したら直ぐにお帰

りください。担任への連絡は、『連絡帳』に書いて下さい。口頭での連絡では行き違いがあるかも

しれません。

・１号認定の徒歩、自家用車通園の降園時間は、年少１４：０５、年中・年長１４：２０です。これは、園

バスの出入りとの混雑を避け、危険を避ける為です。１４：０５にバスが出発するまでは園の敷地

内には入らないでください。

・降園後、お子様を保護者へお渡ししました後は、お子様と手を繋ぎ目を離さないようにお願いしま

す。万が一、事故や怪我等が起きて互いに気まずくなってもいまけんので、宜しくお願いいたしま

す。特に降園時間後すぐは車両の出入りが多いので特にお気を付けください。

・園にご相談等がある場合には、出来るだけ降園時間以降にお願い致します。緊急の場合を除き、

前もって電話などでお知らせいただければ助かります。

④自家用車での登降園

自家用車で通園される場合には、上記の徒歩通園以外に次の事項もお守り下さい。

・園の敷地内はもちろん、付近の道路では細心の注意をお願い致します。特に敷地内では『徐行速

度』以下で走行して下さい。

・園近隣の路上駐車は絶対にやめてください。少しの駐車でも近隣への迷惑になります。ご協力下

さい。（過去、警察からの指導を数回受けております。）

・駐車場に駐車時は必ずエンジンは切ってください。また、お子様を車内に残したまま、園児の送迎

をしないようにお願いします。（過去、弊園関連園でも事故が発生しております）

・園の駐車スペースは沢山ありませんので、お子様をお受け取りになられましたら、速やかに移動し

て次の方への配慮をお願い致します。

・園児が自家用車に乗車する場合には例外なく『チャイルドシート着用』が法令で義務づけられて

います。必ず着用するようにお願いします。

・園敷地内での接触事故等は、当事者同士の責任で解決をお願いします。園では一切の責任を負

いかねます。
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年 少 ・ 年 中 ・ 年 長 の 服 装 一 覧

～ GW前 ま で ／ 登 園 ・ 園 で は ポ ロ シ ャ ツ ・ 体 操 ズ ボ ン ・ カ ラ ー 帽 子 で す 。

登 園 の 服 装 園 で の 服 装

GW後 ～ 5月 31日 ／ 登 園 は ポ ロ シ ャ ツ ・ 制 服 。園 で は 体 操 ズ ボ ン ・ カ ラ ー 帽 子 。

登 園 の 服 装 園 で の 服 装

6月 1日 ～ 9月 30日 ／ 登 園 は 夏 制 服 ・ 体 操 ズ ボ ン 。 園 で は 体 操 シ ャ ツ 。

登 園 の 服 装 園 で の 服 装

10月 1日 ～ ／ 登 園 は 制 服 。 園 で は ポ ロ シ ャ ツ ・ 体 操 ズ ボ ン ・ カ ラ ー 帽 子 。

登 園 の 服 装 園 で の 服 装

体操ズボン

- 4 -

９ 提供する保育の内容
・教育、保育の目標 ・教育、保育の方針

幼児の発達に応じた、『知』『心』『体』の ３つの気…元気・やる気・勇気のある子を育てます

総合的な保育・教育を行い、望ましい人間 ３つの感…感謝する心・豊かな感性・感動する心を育てます

形成の基礎を養う ３つの体…正しい体幹・体動の習慣・十分な体力を育てます

『知』=未来を担う知恵を身に付ける

『心』=豊かな情操と人間性を育む

『体』=明日を生き抜く体力を養う

・行事

当園は年間を通して各種行事を行っています。それぞれの行事は、園児達が色々な経験や思い

出が得られること、経験などを通して望ましい成長を促されること、また保護者に園児達の成長

や変化を知っていただくことなど、将来に重要だと考え行っています。行事によっては、準備等が

通常の保育時間で行えないため、場合によっては開園日や開園時間の変更させていただく事が

ありますが、保護者の皆様にはご理解いただきご協力をお願いいたします。

・年間スケジュール

当園の１年間は３学期制を採用しており、１号認定は春季休園日・夏季休園日・冬季休園日が

あります。園では各学期に季節毎の特徴に合わせた、季節行事を行っています。年間スケジュー

ルは年度ごとに多少の変更がありますので、年度の最初に配布します『年間行事予定表』をご

覧の上、大切に保管して下さい。

・月間スケジュール

毎月の予定は、前月末に配布する『フレーベル便り』でお知らせ致しますので、フレーベル便り

は必ずお読み下さい。場合によっては年間行事予定表と変更になる場合があります。必ず毎月

のフレーベル便りを確認してください。

・１日のスケジュール

園の１日の流れは以下の通りです。

通 園日 １ 号認定 月曜日 ～金曜日 ２号認定・３号認定 月曜日 ～土曜日

登園時間 １ 号認定 08:30～ ２号認定・３号認定 短時間08：30～／標準08：00～

１ 号 認定 徒歩－年少14:05／年中・年長14:20 送迎バス－14:00出 発
降園時間

２号認定・３号認定 短時間 16:30迄 ※１／ 標準時間 19:00迄

保育時間 08:00／08:30～ 08:30～10:00 10:00～14:00 14:30 15:00～降園まで

２ 号認定 登園受入 ・ 健康チ ェ ッ ク 自 由 遊び 教育時間 おやつ 自由遊び

保育時間 08:00／08:30～ 09:45 10:00 11:15 12:30 14:30 15:00～降園まで

３ 号認定 登園受入 ・ 健康チ ェ ッ ク おやつ 朝の会 昼食 午睡等 おやつ 自由遊び

教育時間 10:00 ～ 11:30 11:30～ 13:00 ～ 14:00

（１号・２号共通） 朝 礼 ・ 朝 の会 設定保育 昼食 ・ 自 由遊び 設定 ・ 自 由保育

延長保育 標準時間認定 07:00～08:00※ ２ 短 時 間認定 利用不可

預かり保育 新2号認定又は１号認定で共働き家庭等 14:30～ 19:00※ ３

※ １ ／ 16:30以 降 の延長保育又は預か り保育はあ り ま せ ん 。
※ ２ ／延長保育は有料で す 。 料金 は P3を ご 覧 く だ さ い 。
※ ３ ／別途に予め利用申込みが必要で す 。
※ ３ ／預か り 保育は有料です 。 料 金は P3を ご 覧 く だ さ い 。
※ ３ ／利用には前月 5日 ま で に預か り 保育利用申込書の提出が必要で す 。
※ ３ ／新２号以外で利用する場合には「就労状況申告書」を提出していただきます。
※ ３ ／ ま た 、 緊急 に預か り 保育 を利用す る 場合に は園 まで ご相談 く だ さ い 。
※ １ 日 の流れは学年や天候 、 行事等に よ り 変 わ り ま す 。 上 記 は目安で す 。
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10 昼食、おやつについて
（１）昼食の考え方

基本方針

・食べ物が恵みであること、作っていただくことに感謝する心を育てる。

・落ち着いた雰囲気の中で楽しく食事をする。

・少しでも多くの食材を使用した献立にすることでしっかりした身体を作る。

（２）弁当・給食について

・１号認定の昼食は弁当を持ってきていただくか、注文給食をご利用ください。

・注文給食の注文は、前月の締切日までに園が配布します注文票で注文してください。食材発注

の関係上、締切日以降の発注や変更はできません。

・２号認定、３号認定は原則給食提供の義務があるため、給食を提供いたします。

・給食の内容については、前月中に弊園のHPにてご確認ください。

・お茶は毎日持たせて下さい。ただし、ペットボトルや水筒にストローの付いた容器は、お茶に雑菌

が繁殖しやすいとの報告がありますので、各自で注意して下さい。

・持参弁当について、気温が低い時期は良いのですが、暖かくなってきましたら弁当の内容に注意

して下さい。腐りやすいもの(汁気のあるもの、調理してから時間が経ったもの、素手で作ったお

むすびなど)は避けるようにしてください。

・お子様にアレルギーがある場合には給食を提供できない場合があります。下記の（４）にあります

ように必ず園に事前に報告してください。

（３）給食内容（２号、３号）

提供内容

おやつ 給食 おやつ

（午前） 主食（米） 副食 （午後）

０歳児 〇 〇 〇 〇 ※△印

１歳児 〇 〇 〇 〇 ３歳、４歳、５歳の主

２歳児 〇 〇 〇 〇 食は自宅から持参。

３歳児 × △110g※ 〇 〇 事情により園から提供

４歳児 × △110g※ 〇 〇 が必要な場合は有料に

５歳児 × △120g※ 〇 〇 なります。

３歳、 ４歳 、 ５歳は主食（米飯等）をタッパー等に入れて毎日もってきていただきま す 。

米 飯 の ま ま 、 お む す び な ど は家庭で考 え て く だ さ い 。 ふ り か け を 使 う と き に は 、 予 め米

飯に掛 け 、 袋 を 別 に持 っ て こ な い よ う に お 願い し ま す 。 （ ア レ ル ギ ー対応のため ）

（４）食物アレルギー対応について

個別に相談をお受けしています。アレルギーのある場合には、必ずお知らせ下さい。

ただし『小麦』『大豆』に関しては、給食・おやつの提供ができません。予めご了承ください。

11 施設の衛生管理
・保育環境の殺菌、除菌に努めています。

・流行性疾患については、状況により迅速に対応しています。
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【 ポ ロ シ ャ ツ 】 【 体 操 ズ ボ ン 】 【 ハ ン カ チ 】

体 操 ズ ボ ン の ポ ケ ッ

ト ト に 入 れ て下 さ い 。

・ 冬 の 間 に ジ ャ ン バ ー ・ コ ー ト 類 （ 危 険 で す の で フ ー ド 無 し ） を 着 せ る こ と は 、 お 子

様 の 体 調 を 考 え て 保 護 者 で 判 断 し て 下 さ い 。 た だ し 、 着 用 す る 場 合 に は 衣 類 に

名 前 の 記 入 を お 願 い し ま す 。 年 少 以 上 で 長 ズ ボ ン を 着 用 す る 場 合 は 園 規 定 の

物 と な り ま す 。

＜ 以 下 、 年 少以上 ＞

・ 雨 天以外では 、 制 帽 を必ず被 ら せ て下 さ い 。

・ 制 服 の ボ タ ン 、 ス ナ ッ プ は 取 れ や す い の で 、 最 初 に し っ か り 縫 い 直 し た 方 が 良 い

と 思われ ま す 。

・ 年 少 組 及 び ト イ レ の 近 い お 子 様 は 、 着 替 え 用 の パ ン ツ 、 靴 下 、 ズ ボ ン の 各 一 組 に

名前 を明記 し て 園 に預 け て 下 さ い 。

・ 幼 児 は 動 き が 活 発 な の で 、 必 ず 運 動 靴 を 履 い て 通 園 さ せ て 下 さ い 。 色 は 白 色 ・

無 地 で す 。 キ ャ ラ ク タ ー 物 は ご 遠 慮 下 さ い 。 靴 下 も 運 動 靴 と 同 様 に お 願 い し ま

す 。

・ 上 履 き は 毎 日園 に置 い て お き 、 週 末 に 持 っ て 帰 り ま す 。 洗 っ て 月 曜日 に 持 た せ て

下 さ い 。

・ 体 操 ズ ボ ン や 夏 の 半 袖 体 操 シ ャ ツ は 毎 日 持 っ て 帰 り ま す の で 、 洗 濯 し て 翌 日 持

たせ て く だ さ い 。

・ 入 園 の日 に下記の物 を お持 ち下 さ い 。

・ シ ュ ー ズ 、 シ ュ ー ズ入れ

・ 出 席 ノ ー ト

・ 道 具箱一式 (ク レ パ ス 、 の り 、 粘 土 、 粘 土 ケ ー ス

へ ら 、 着 替 え )

※ 園児欄 ・ 保 護者欄 を必ず記入 し て 、

入 園日 に お持 ち下 さ い 。

・ 通 園 の服装 と園での服装は次の表の通 り で す 。

た だ し 、 お 子 さ ま の 体 調 に合 わ せ て 制 服の上衣 やベ ス ト （ 紺 色 ・ 無 地 ） を 着 せ て

い た だ い て も 結構で す 。

不 明 な点は そ の都度 、 園 に お尋ね下 さ い 。
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（２）持ち物

毎日持ってくる物 週の初めに持ってくる物 常に施設に置いておく物

•＜０歳＞ 下着（シャツ３枚）
•・食事用エプロン ・掛け布団 スタイ（0歳）
•(３枚） ・敷き布団 靴下（１足）

・水筒（ストロータイプ） •・布団を入れる布製の袋 上着（長袖・Ｔシャツ、３～４枚）
•・連絡帳 ・カラー帽子 ズボン等（３～４枚）
•紙おむつや紙パンツのお子さまは、1パ

＜１歳＞ ック（30~40枚入・1枚ずつテープ側
・ランチョンマット ・掛け布団 に記名）

•・食事用エプロン ・敷きパット パンツのお子さまは、３～４枚のパンツ
•(３枚） 120㎝×67㎝位 おしりふき１パック（ケースなし）

・水筒（ストロータイプ） •・布団を入れる布製の袋 ウエットテッシュ１パック（ケースなし）
•・連絡帳 ・カラー帽子 ティッシュ1箱
•・外遊び用靴 ぞ う き ん ２ 枚
•ビニール袋２～３枚（持ち手有るタイプ）
•＜２歳＞ おたよりケース

・通園リュック ・掛け布団 ※すべての物（袋も含む）に名前をかい
・ランチョンマット ・スタッキングベッドの てください。
・箸(３月より) 上に敷く、敷きパット ※衣類は持ち替えた分を補充してくださ
・コップ(３月より) 120㎝×67㎝位 い。その他も量が少なくなったら補充を
・歯ブラシ(３月より) ・布団を入れる布製の袋 して下さい
・食事用エプロン ・カラー帽子
(１枚） ・外遊び用靴

・水筒（ストロータイプ）
・連絡帳

水筒…外から中身（残量）が見やすい物を準備してください。
中身の飲料はお茶のみでお願いします。

よだれかけ又はエプロン…ビニール袋に入れて持たせてください。
外遊び用靴…足に合った履かせやすい靴をお選びください。

＜３歳～５歳＞
・通園リュック ・室内シューズ ・お道具箱一式
・制帽、水筒（お茶） ・体操ズボン （クレパス・粘土・絵の具等）
・弁当、箸 ・カラー帽子 ・メロディオン ※園指定の物
・ランチョンマット ・防災頭巾型座布団
・ハンカチ
・ティッシュ
・出席ノート
・連絡帳(伝達事項が
ある時のみ)

・コップ、歯ブラシ

（３）服装について
・３歳児以上は園指定の制服です。P10～P11をご覧ください。

・２歳児までの服装は私服ですが、活動のしやすく着脱しやすい服装を選んでください。
・フードの付いた上着、紐のついた服など危険なものは避けてください。

※ロンパース・オーバーオール・タンクトップ・キャミソール・タイツ・スパッツなどは不可。その他不安

な場合にはご相談ください。それぞれに必ずフルネームで記名してください。

・装飾の多いものやスカートなどは活動の妨げとなりますので、着用させないで下さい。

・登降園は運動靴（キャラクター、派手な柄物は不可）を履いてください。

・ヘアゴム、ヘアピンについて

ビニール製のゴムや飾りの付いたヘアゴム、ヘアピンはつけないでください。
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12 園児の健康管理
①園児の体調不良について
・乳幼児ですから健康には留意して、疾患予防に努めて下さい。毎日外に出ることになりますので、
家庭でも手洗いとうがいの習慣を身に付けるようにしてください。また、風邪をひいたと思われる
場合には「使い捨てマスク」をお使いください。

・もし気になる様子が見られるときは、すぐに担任までお知らせください。できるだけ早寝早起きの
習慣や時間に沿った生活習慣を身につけるようにご家庭でもご配慮ください。

・流行性疾患にかかった場合は、園をお休みしていただきます。完治後、登園の際には医療機関で
治癒証明を取得して提出してください。

・園では怪我・発病（３７．５℃を越えて発熱した場合を含む）をした場合、保護者の方に連絡をして原
則早めに迎えに来て頂きます。ただし、緊急連絡先まで連絡しても連絡がつかない場合には、園の判断
で病院に連れて行く場合があります。その為、緊急医療行為許可に関する書類を必ず提出してください。

②投薬
・法律で医療資格者以外（保護者を除く）が投薬（医療行為）を行うことは認められていません 。
その為、園で教職員がお子様に投薬を行うことは原則いたしません。薬はご家庭で服用してください。
怪我・病気などでどうしても保育時間内に投薬が必要な場合には、予め所定の「投薬願い」を
提出していただき、保護者からの委任が必要になります。提出がない場合には、緊急の場合を除
き園での投薬は行いません。また、市販薬の投薬は絶対に行いませんので、予めご了承ください。

・お持ちいただく薬は、医療機関で処方された薬、１日分のみです。（水薬も同様です）
・薬には、クラスと園児名を書いてください。水薬も１回分を別容器に入れて記名してください。
・特別な事情がある時には、園までご相談ください。
③流行性疾患
・流行性疾患については、別表のように学校健康安全法によって出席停止期間の基準が定められ
ています。認定こども園でもこれにならい、病院で診断を受けた場合には園に連絡いただきお休
みしていただきます。登園する際には、園所定の「治癒証明書」に医療機関で記入していただき
提出してください。またインフルエンザについては、場合によっては「インフルエンザ治癒報告書」
に代えることができます。ただ、あまり無理をせずに、しっかりと病気を治してから出席をするよう
にお願いします。特に症状は治まっても、感染の可能性がある病気には十分に留意して下さい。

・施設の性格上、妊婦又は妊娠の可能性の高い女性の出入りがあります。園児間の感染防止も含
め、妊娠女性への感染リスクなども考えて、再登園には一律に医療機関での判断を仰ぐため、治
癒証明書の提出をお願いしております。

○ 伝染病の種類 （ ※第三種につい て は 、 乳 幼児施設のため一部独自の基準 ）

病名 出席停止期間基準

第 エ ボ ラ 出 血 熱 、 痘 瘡 、 南 米 出 血 熱 、 ラ ッ サ 熱 、 ペ ス 治癒 す る ま で
一 ト 、 ク リ ミ ア ・ コ ン ゴ 出 血 熱 、 ジ フ テ リ ア 、 重 症 急 性呼
種 吸 器 症 候 群 （ SARS ） 、 マ ー ル ブ ル グ 病 、 急 性 灰 白

髄 炎 （ ポ リ オ ） 、 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ （ H5N1） 、 新 型 イ
ン フ ル エ ン ザ等感染症 、 指 定感染症 、 新 感染症

第 新型 コ ロ ナ ウ イ ル ス感染症 発 症 後 5日 を 経 過 し 、 か つ 、 症 状 が 軽 快 し た
二 後 1日 を 経 過 す る ま で （ 無 症 状 の 感 染 者 の 場
種 合 は 、 検 体 採 取 日 を 0日 目 と し て 5日 を 経 過

す る ま で ）

イ ン フ ル エ ン ザ （ 鳥 イ ン フ ル エ ン ザ （ H5N1） 及 び 新 発症後５日を経過し、かつ、解熱した後３日 間
型 イ ン フ ル エ ン ザ等感染症 を除 く ）

百日咳 ５ 日 間 の 抗 菌 性 物 質 製 剤 に よ る 治 療 終 了 ま
で又は 、 特 有 の咳が消失 す る ま で

麻疹 （ は し か ） 解 熱 し た後 ３ 日 を経過 す る ま で

流行性耳下腺炎 （ お た ふ く 風邪 ） 腫 れ が 出 た 後 ５ 日 を 経 過 し 、 か つ 全 身 状 態 が
良好に な る ま で

風疹 （ 三 日は し か ） 発 疹が消失す る ま で

水痘 （ み ず ぼ う そ う ） す べ て の発疹が痂皮化 す る ま で

咽頭結膜熱 （ プ ー ル熱 ） ※ 「 炎 」 も 含 む 主要症状が消退した後２日を経過するまで

結核 ・ 髄 膜炎菌性髄膜炎 症 状 に よ り 学 校 医 そ の 他 の 医 師 に お い て 伝
染のお そ れが な い と 認 め る ま で

第 コ レ ラ 、 細 菌 性 赤 痢 、 腸 管 出 血 性 大 腸 菌 感 染 症 、 腸 症 状 に よ り 学 校 医 そ の 他 の 医 師 に お い て 伝
三 チ フ ス 、 パ ラ チ フ ス 、 流 行 性 角 結 膜 炎 、 急 性 出 血 性 染のお そ れが ない と 認 め る ま で※
種 結膜炎 、 そ の他 の伝染病

（溶連菌感染症・ウイルス性肝炎・手足口病 ・ 伝 染性紅斑（りんご
病） ヘルパンギーナ ・マ イコプラズマ肺炎症・流行性嘔吐下痢
症等）



- 7 -

13 園と保護者との連携について
①『連絡帳』について
・ご家庭と担任との連絡は『連絡帳』を使用しております。お読みいただいたら、サインをしてください。
・毎日お子さまの様子を必ず記入してください。（0～2歳）
②配布物
・園からご家庭への連絡は、配布物として『連絡プリント』『フレーベル便り』をお子様が持って帰り
ます。読み落としの無いように、毎日カバンの中を確認して下さい。
・配布物の中には締め切りがあったり、答えて頂くものもありますのでよろしくお願い致します。
・2歳児以下の保護者への連絡は印刷物で「おたよりケース」に入れてお子さまに持ち帰っていた
だきます。毎日、カバンの中を確認してください。おたよりケースは園で保管しますので、次の登
園日に必ず持ってきて下さい。

③幼児生活調査票・緊急連絡先調査票
・調査票には必ずかかりつけの病院、保護者の就労先の電話番号、緊急連絡先を記入してくださ
い。変更があった場合は、速やかに担任までおしらせください。

④緊急連絡先
・発熱や怪我があった場合には、緊急連絡先に電話をいたします。
・必ず連絡の取れる電話番号をお知らせください。
・電話番号の変更があった場合は、速やかにお知らせください。
・緊急時の一斉送信メールには、原則ご登録ください。
⑤年間行事
・年間行事の中には、保護者の方に参加いただく行事があります。年間行事予定表を配布いたしま
すので、日時の確認をお願いいたします。

⑥諸届（下記の場合、必ず届けてください）
・次のような場合には園までお知らせ下さい。☆は別途に諸届用紙をお配りしますので、コピーして
ご利用いただくか、弊園HP上にアップしてある書式をダウンロードしてお使いください。
１．住所・電話番号等に変更が合った場合（☆住所変更届）
２．家族構成に変更（出産・死亡等）が合った場合
３．園児の体調に不安や変調が合った場合
４．送迎バスの利用を変更する場合（☆送迎バス変更・中止届）
５．降園時にやむをえず保護者以外の方が迎えをする場合（☆送迎者の一時変更届）
６．園で園児に投薬をする必要がある場合（☆幼児に対する投薬願）
７．法定伝染病による出席停止を解除する場合（☆治癒証明書）
８．長期欠席をする場合
９．退園・転園する場合（☆退園届（1号認定児）※２，3号認定児は市の退園届を提出）

１０．就労先が変わった場合
１１．産休・育休を取得される場合（※２号、３号認定児のみ）

•１２．その他特別な変化が合った場合 欠席するとき（理由もお知らせください。）
⑦しつけについて
・園では、お子様が、集団生活の中で色々な経験を通して他者との関係作り、個としての確立、心
身の成長、年齢に応じた能力を獲得することを心がけています。ただ、これらもご家庭との連携が
あって出来ることです。園より次の事柄についてご家庭の協力をお願い致します。
１．「おはよう」「おやすみなさい」「こんにちは」「さようなら」などの挨拶を必ず行うように、声掛
けをして下さい。

２．家を出る前（登園前など）には必ず用便を済ませる習慣を付けて下さい。
３．遊んだあとは『かたづける』ように、声掛けをして下さい。
４．何かしてもらった後に『ありがとうございます』など感謝の言葉を言うように、心がけて下さい。
５．自分のことは出来るだけ自分自身でするように、声掛けをして下さい。『出来るだけ』とは年齢
やお子様ごとに変わります。無理なことは別として、本人のやる気を育てるように心がけましょ
う。わからない事がありましたら、まずは担任までご相談ください。

６．帰宅時の手洗いとうがい、食事後の歯磨きを励行して下さい。

以上のことは、もちろん園で毎日行います。これは『良い習慣』を身に付けることが目的です。園で
もご家庭でも同じ対応を行わなければ子どもは混乱しますので、ご協力をお願いします。
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14 保育にあたっての留意事項
（１）入園時にご用意いただくもの

・通園リュック（２歳児）※子供が背負えるもの。指定はありません。

・園指定通園リュック（３歳児以上）

・服装

０歳児～２歳児 私服

３歳児～５歳児 園指定制服等

・手提げバック

／素材…木綿やキルティングなどの布製のもの。（市販品可）

／大きさ…縦３０㎝×横４０㎝程度

／持ち手…上部中央に付けてください。

用品注文していただく名札を手提げバックの

中央に付けてご持参ください。（０歳～２歳）

・上履き入れ（３歳以上）

・午睡用品（０歳児～２歳児）

／掛け布団（夏季はタオルケットや毛布も可）敷き布団（0歳児のみ）敷きパット（1・2歳児）

／枕は不要 ／布団等を入れる布製の袋

・絵画用スモック（１歳以上のクラス）が必要です。色や柄に指定はございませんが、首、手首にゴ

ムの入った頭から被れる物にしてください。持参時期は最初の登園日からお持ちください。

＜注意事項＞

・持ち物には全てに平仮名ではっきり名前を書いて下さい。平仮名に慣れるまでは、お子様にわか

る目印やマークと名前を並記して下さい。

・忘れ物や落し物で無記名の物は、1週間以上たっても持ち主が見つからない場合には、園で処分

いたします。

・保育に必要のないものは持ってこないでください。

・当園では、園に不要な物を持ってこないよう子どもたちと約束しております。バレンタインなどのチ

ョコや旅行のお土産なども園内及びバスでの受け渡しは出来ません。

・途中退園する時などに、同じクラスの子にお礼のプレゼントをする方は、園外で各自でお願いいた

します。園でお預かりして配布することは致しません。

・園指定通園リュックには園指定の『降園ワッペン』を付けていただきますので、ネームホルダーや

キーホルダーを付けていただく必要はありません。必要な物以外(キーホルダー、流行の玩具やシ

ール、アクセサリーなど)は、絶対に持たせないようにして下さい。紛失・破損した場合でも、園では

責任は負えません。

・体操ズボン、ポロシャツ等には図のように名前を書いた布を縫い付けて下さい。大きさは横9cm、

縦6cm程度。市販のお名前シールでも結構ですが、取れた場合には直ぐに付けて下さい。


